
 

 

 

 

 

 

 日頃から、市政の推進にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 市では、子ども・子育て支援法に基づき、平成２７年３月に「魚沼市子ども・子育て支援事業

計画を策定し、本市の子どもと子育て世帯の支援の充実を図ってまいりました。 

このたび、２０２０年度（平成３２年度）からスタートする次の５年間の計画を策定するにあ

たり、表題の調査を実施させていただくことになりました。 

この調査は、保護者の皆様の教育・保育サービスの利用状況や今後の利用希望などを把握し、

次期計画に反映することを目的に実施するものです。 

皆様からいただいた調査結果は、今後の本市の子ども支援、子育て支援施策を検討していく上

で大変貴重な情報となります。ご多忙のところ恐縮に存じますが、本調査の趣旨をご理解いただ

き、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

平成３０年１２月 

魚沼市長  佐 藤 雅 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 

子ども・子育て支援ニーズ調査にご協力ください 

小学校就学前のお子さん用 

調査票の記入にあたって 

○ この調査は、市内にお住いのお子さん（平成１８年４月２日～平成３０年１１月１日生まれ）を持つ

保護者の方のうち、一番年齢の低いお子さんが小学校就学前の方全員を対象に実施するものです。 

 

○ 本調査で回答していただいた内容（施設や事業利用希望等）は、施設や事業の具体的な利用の可否を

確認・決定するものではありません。実際の利用に当っては希望を変更していただいて構いません。 

 

○ この調査の結果は、上記の目的以外には使用いたしません。また、調査の回答はすべて統計的に処理

しますので率直なご意見をお聞かせください。 

 

○ 記入された調査票は 

①調査票が郵送された方は、  月  日 (  )までに、同封の封筒に入れご投函ください。 

②調査票が幼稚園・保育園等経由で配付された方は、  月  日 (  )までに、同封の封筒に

入れ幼稚園・保育園等園へご提出ください。 

 

○ 本調査に関するお問い合わせは、次へお願いします。 

魚沼市教育委員会 子ども課 電話０２５－７９４－６０２７ 



 

 

※料金等の詳しい内容は子ども課までお問い合わせください。 

※国は来年１０月から幼児教育・保育の無償化を予定していますが、現段階では、国から詳細な内容が示されてい

ない状況です。 

NO. 項  目 概  要 

1 幼稚園 
小学校就学以降の学習や生活の基盤を作るため、３～５歳児を預かり幼児教育

を提供する施設。市内には私立１園があります。公立１園は休園中。 

2 幼稚園の預かり保育 
幼稚園利用者のうち、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、通

常の時間外や長期休業時にお子さんを預かります。 

3 認可保育園 
保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、乳幼児期からの保育を提供

します。市内には公立 7園、私立２園があります。 

4 認定こども園 
幼稚園と保育園が一体となった施設で、教育と保育の両方を提供します。 

市内には公立１園があります。 

5 小規模な保育施設 定員６人～１９人で、原則３歳未満児が対象の比較的小規模な保育施設です。 

6 家庭的保育 
家庭的な雰囲気のもとで、原則３歳未満児を対象として、５人以下のお子さんを

預かります。市内には公立１施設があります。 

7 事業所内保育施設 事業所に併設された保育施設で、主に自社の従業員のお子さんを預かります。 

8 認可外保育施設 
県知事の認可は受けていませんが届出を行った施設で、通常保育、一時預かり、

夜間保育等のサービスを提供します。市内には個人設置の１施設があります。 

9 居宅訪問型保育 ベビーシッターのように保育者が家庭を訪問し、保育を提供します。 

10 
ファミリー・サポート・

センター 

育児の応援を依頼したい人と育児を応援できる人が会員として登録します。保護

者の病気等の際の一時保育や保育園、小学校等への送迎などに利用できます。子

育て支援センター「ぱぴぷ」が事務局となっています。 

11 病児・病後児保育施設 

病気やけがで集団での保育が困難な場合に、お子さんを一時的に預かります。市

内では市立病院（事前登録が必要）と私立保育園１園（入園児対象）で実施して

います。 

12 
保育園等での一時預か

り事業 

外出、仕事などで育児ができない、育児疲れでリフレッシュしたいときなど、お

子さんを一時的に預かります。市内すべての保育園、こども園で実施しています。 

13 
地域子育て支援拠点施

設 

育児相談や育児情報の提供、親子ふれあい事業などの子育て支援を実施していま

す。市内には子育て支援センター「ぱぴぷ」、堀之内なかよし保育園とすもんこど

も園の広場開放があります。 

14 児童館 
児童の遊びの場として児童の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として

設置されている施設です。 

15 放課後子ども教室 
地域の方々の協力を得て放課後のお子さんの居場所をつくり、様々な体験活動を

通し「生きる力」を育む事業。現在は休止しています。 

16 
放課後児童クラブ(学

童保育) 

就労等により保護者が昼間家にいない小学生が対象で、支援員のもと、生活の場

を提供します。市内には公立１０施設、私立１施設があります。 

子育て支援施設等 
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 市では、子ども・子育て支援法に基づき、平成２７年３月に「魚沼市子ども・子育て支援事業

計画を策定し、本市の子どもと子育て世帯の支援の充実を図ってまいりました。 

このたび、２０２０年度（平成３２年度）からスタートする次の５年間の計画を策定するにあ

たり、表題の調査を実施させていただくことになりました。 

この調査は、保護者の皆様の教育・保育サービスの利用状況や今後の利用希望などを把握し、
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保護者の皆様へ 

子ども・子育て支援ニーズ調査にご協力ください 

小学生用 

調査票の記入にあたって 

○ この調査は、市内にお住いのお子さん（平成１８年４月２日～平成３０年１１月１日生まれ）を持つ

保護者の方のうち、一番年齢の低いお子さんが小学生の方全員を対象に実施するものです。 

 

○ 本調査で回答していただいた内容（施設や事業利用希望等）は、施設や事業の具体的な利用の可否を

確認・決定するものではありません。実際の利用に当っては希望を変更していただいて構いません。 

 

○ この調査の結果は、上記の目的以外には使用いたしません。また、調査の回答はすべて統計的に処理

しますので率直なご意見をお聞かせください。 

 

○ 記入された調査票は  月  日 (  )までに、同封の封筒に入れ学校へご提出ください。 

 

○ 本調査に関するお問い合わせは、次へお願いします。 

魚沼市教育委員会 子ども課 電話０２５－７９４－６０２７ 



 

 

※料金等の詳しい内容は子ども課までお問い合わせください。 

※国は来年１０月から幼児教育・保育の無償化を予定していますが、現段階では、国から詳細な内容が示されてい

ない状況です。 

NO. 項  目 概  要 

1 幼稚園 
小学校就学以降の学習や生活の基盤を作るため、３～５歳児を預かり幼児教育

を提供する施設。市内には私立１園があります。公立１園は休園中。 

2 幼稚園の預かり保育 
幼稚園利用者のうち、保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、通

常の時間外や長期休業時にお子さんを預かります。 

3 認可保育園 
保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、乳幼児期からの保育を提供

します。市内には公立 7園、私立２園があります。 

4 認定こども園 
幼稚園と保育園が一体となった施設で、教育と保育の両方を提供します。 

市内には公立１園があります。 

5 小規模な保育施設 定員６人～１９人で、原則３歳未満児が対象の比較的小規模な保育施設です。 

6 家庭的保育 
家庭的な雰囲気のもとで、原則３歳未満児を対象として、５人以下のお子さんを

預かります。市内には公立１施設があります。 

7 事業所内保育施設 事業所に併設された保育施設で、主に自社の従業員のお子さんを預かります。 

8 認可外保育施設 
県知事の認可は受けていませんが届出を行った施設で、通常保育、一時預かり、

夜間保育等のサービスを提供します。市内には個人設置の１施設があります。 

9 居宅訪問型保育 ベビーシッターのように保育者が家庭を訪問し、保育を提供します。 

10 
ファミリー・サポート・

センター 

育児の応援を依頼したい人と育児を応援できる人が会員として登録します。保護

者の病気等の際の一時保育や保育園、小学校等への送迎などに利用できます。子

育て支援センター「ぱぴぷ」が事務局となっています。 

11 病児・病後児保育施設 

病気やけがで集団での保育が困難な場合に、お子さんを一時的に預かります。市

内では市立病院（事前登録が必要）と私立保育園１園（入園児対象）で実施して

います。 

12 
保育園等での一時預か

り事業 

外出、仕事などで育児ができない、育児疲れでリフレッシュしたいときなど、お

子さんを一時的に預かります。市内すべての保育園、こども園で実施しています。 

13 
地域子育て支援拠点施

設 

育児相談や育児情報の提供、親子ふれあい事業などの子育て支援を実施していま

す。市内には子育て支援センター「ぱぴぷ」、堀之内なかよし保育園とすもんこど

も園の広場開放があります。 

14 児童館 
児童の遊びの場として児童の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として

設置されている施設です。 

15 放課後子ども教室 
地域の方々の協力を得て放課後のお子さんの居場所をつくり、様々な体験活動を

通し「生きる力」を育む事業。現在は休止しています。 

16 
放課後児童クラブ(学

童保育) 

就労等により保護者が昼間家にいない小学生が対象で、支援員のもと、生活の場

を提供します。市内には公立１０施設、私立１施設があります。 

子育て支援施設等 


